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▲モバイルアクセスサービス契約約款（平成14年経企第938号） 
実施 平成14年10⽉18⽇ 

▲モバイルアクセスサービス契約約款（平成14年経企第938号） 
実施 平成14年10⽉18⽇ 

 
⽬次 （略） 
 

 
⽬次 （略） 
 

 
   第１章〜第13章 （略） 
別記 （略） 

 
   第１章〜第13章 （略） 
別記 （略） 

料⾦表 
通則 （略） 

料⾦表 
通則 （略） 

第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 利⽤料 
  １ 適⽤ 

第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 利⽤料 
  １ 適⽤ 

 区  分 内         容   区  分 内         容  
 (1)〜(2) （略） （略）   (1)〜(2) （略） （略）  
 (3) モバイルア

クセスサービ
ス（カテゴリー
Ｆに係るもの
に限ります。）
に係る定額利
⽤料の適⽤ 

当社は、モバイルアクセスサービス（カテゴリーＦに係るもの
に限ります。以下この欄において同じとします。）に係る定額利
⽤料の適⽤について、次のとおり定めます。 
ア モバイルアクセスサービスには、次表のとおりコース区分

等があります。 

  (3) モバイルア
クセスサービ
ス（カテゴリー
Ｆに係るもの
に限ります。）
に係る定額利
⽤料の適⽤ 

当社は、モバイルアクセスサービス（カテゴリーＦに係るもの
に限ります。以下この欄において同じとします。）に係る定額利
⽤料の適⽤について、次のとおり定めます。 
ア モバイルアクセスサービスには、次表のとおりコース区分

等があります。 

 

   プラン区分 コース区分      プラン区分 コース区分   
   （略） （略） （略）      （略） （略） （略）   
           テレワークプ

ラン 
通信量コース １ＧＢコース   

             ３ＧＢコース   
             ７ＧＢコース   
             15ＧＢコース   
             30ＧＢコース   
             50ＧＢコース   



〜2021年4⽉8⽇ 2021年4⽉9⽇〜 

 

2/4 

   備考 
１〜４ （略） 

     備考 
１〜４ （略） 

  

   ５ ナイトバリュープランと標準プランの混在する
基本容量シェアグループを設定することはできま
せん。 

     ５ ナイトバリュープランとナイトバリュープラン
以外のプラン区分の混在する基本容量シェアグル
ープを設定することはできません。 

  

   ６〜12 （略）      ６〜12 （略）   
         13 当社は、テレワークプランに「オンライン会議

系アプリケーション等優先機能」を提供します。 
  

         14 「オンライン会議系アプリケーション等優先機
能」とは、当社が別に定めるアプリケーションに係
る通信について、当該通信を優先して処理を⾏う
等の制御をする機能をいいます。 
 ただし、そのアプリケーションの円滑な利⽤を
保証するものではありません。 

  

         15 モバイルアクセスサービスの申込みをする者及
びモバイルアクセス契約者（いずれもカテゴリーF
のテレワークプランに係る者に限ります。）は、「オ
ンライン会議系アプリケーション等優先機能」を
提供する⽬的に限り、当社がモバイルアクセス契
約者の通信に係るＩＰアドレス、ポート番号等及
びアプリケーション層のデータ等を取得すること
によって備考14に定める当社が別に定めるアプリ
ケーションに係る通信を検知し、当該通信を優先
して処理を⾏う等の制御をすることについて、あ
らかじめ包括的に同意していただきます。 

  

   13 当社は、モバイルアクセスサービス（カテゴリ
ーＦに係るものに限ります。）の規定を適⽤するに
あたり、1,048,576バイトを１メガバイトとし、
1,048,576メガバイトを１テラバイトとします。 

     16 （略）   
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イ 当社は、モバイルアクセスサービスに係る定額利⽤料につ

いては、１のモバイルアクセス契約（カテゴリーＦに係るも
のに限ります。以下この欄において同じとします。）ごとに次
の（ア）から（オ）までのとおり適⽤します。 

    
イ 当社は、モバイルアクセスサービスに係る定額利⽤料につ

いては、１のモバイルアクセス契約（カテゴリーＦに係るも
のに限ります。以下この欄において同じとします。）ごとに次
の（ア）から（オ）までのとおり適⽤します。 

 

  （ア） （略）    （ア） （略）  
  （イ）通信量コース 

  Ａ〜Ｂ （略） 
   （イ）通信量コース 

  Ａ〜Ｂ （略） 
 

        Ｃ テレワークプランのもの  
          コース区分 内容   
          １ＧＢコース １の料⾦⽉における基本容量を1,02

4メガバイトに設定するもの 
  

          ３ＧＢコース １の料⾦⽉における基本容量を3,07
2メガバイトに設定するもの 

  

          ７ＧＢコース １の料⾦⽉における基本容量を7,16
8メガバイトに設定するもの 

  

          15ＧＢコース １の料⾦⽉における基本容量を15,3
60メガバイトに設定するもの 

  

          30ＧＢコース １の料⾦⽉における基本容量を30,7
20メガバイトに設定するもの 

  

          50ＧＢコース １の料⾦⽉における基本容量を51,2
00メガバイトに設定するもの 

  

   
（ウ）〜（オ） （略） 

    
（ウ）〜（オ） （略） 

 

  ウ〜オ （略）    ウ〜オ （略）  
 (4)〜(26) (略) （略）   (4)〜(26) (略) （略）  
  
  ２ 料⾦額 
   ２－１ 定額利⽤料 
    ２－１－１〜２－１－６ （略） 

  ２ 料⾦額 
   ２－１ 定額利⽤料 
    ２－１－１〜２－１－６ （略） 

    ２－１－７ カテゴリーＦに係るもの 
     (1) （略） 

    ２－１－７ カテゴリーＦに係るもの 
     (1) （略） 

     (2) 通信量コースに係るもの      (2) 通信量コースに係るもの 



〜2021年4⽉8⽇ 2021年4⽉9⽇〜 

 

4/4 

 １のモバイルアクセス契約ごとに⽉額   １のモバイルアクセス契約ごとに⽉額  
 プラン区分 コース区分 料  ⾦  額   プラン区分 コース区分 料  ⾦  額  
 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  
      テレワークプラン １ＧＢコース 1,000円（1,100円）  
       ３ＧＢコース 1,300円（1,430円）  
       ７ＧＢコース 2,000円（2,200円）  
       15ＧＢコース 4,000円（4,400円）  
       30ＧＢコース 7,000円（7,700円）  
       50ＧＢコース 11,000円（12,100円）  
 
     (3) （略） 

 
     (3) （略） 

   ２－２〜２－７ （略）    ２－２〜２－７ （略） 
 第２〜第３ （略）  第２〜第３ （略） 
第２表〜第３表 （略） 第２表〜第３表 （略） 
別表１~別表４ （略） 
 

別表１~別表４ （略） 
 

  
 附 則（令和３年４⽉６⽇ ＤＰＳサ第00773434号） 

この改正規定は、令和３年４⽉９⽇から実施します。 
  

 


